
第４７号議案 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 志木市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、その承認を求める。 

 

  令和８年６月２日提出 

 

                  志木市長 香 川 武 文   

 

      提 案 理 由 

 地方税法施行令の改正に伴い、緊急に志木市国民健康保険税条例の一

部を改正する必要が生じ、令和８年３月３１日に志木市国民健康保険税

条例の一部を改正する条例を専決処分したので、地方自治法第１７９条

第３項の規定により、この案を提出するものである。  



専 決 処 分 書 

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９

条第１項の規定により、専決処分する。 

 

 志木市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（別紙）  

 

  令和８年３月３１日 

 

                  志木市長 香 川 武 文   



別紙 

 

志木市条例第１７号 

 

   志木市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 

 志木市国民健康保険税条例（昭和３０年志木市条例第１３号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第２条第２項中「６６０，０００円」を「６７０，０００円」に改め、

同条第５項に次のただし書を加える。 

  ただし、加算後の額が３０，０００円を超える場合においては、子

ども・子育て支援納付金課税額は、３０，０００円とする。  

 第２２条第１項中「６６０，０００円」を「６７０，０００円」に改

め、「オに掲げる額を減額して得た額」の次に「（当該減額して得た額

が３０，０００円を超える場合には、３０，０００円）」を加え、同項

第２号中「３０５，０００円」を「３１０，０００円」に改め、同項第

３号中「５６０，０００円」を「５７０，０００円」に改め、同条第３

項中「、被保険者均等割額」を「並びに被保険者均等割額」に改め、同

項第１号中「第２４条の３０の５」を「第２４条の３０の６」に改め、

同条第４項中「第１項、第２項又は前項」を「前３項」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の志木市国民健康保険税条例の規定は、令和

８年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分

までの国民健康保険税については、なお従前の例による。  


